
号

外

七�
令

和

七

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
の
四
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

検
査
、
検
定
又
は
試
験
を
受
け
る
た
め
に
要
す
る
経
費

第
四
十
九
条
第
一
項
中｢

前
条
の
例
に
よ
つ
て
精
算
し｣

を｢

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出
し
、
収
支
等
命
令
者
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
、
精
算
を
行
わ｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

旅
費

旅
費
精
算
書
類

二

補
助
金
及
び
交
付
金

事
業
実
績
報
告
書
類

三

前
二
号
に
掲
げ
る
経
費
以
外
の
経
費

精
算
年
月
日
、
精
算
額
、
受
領
済
額
、
戻
入
済
額
、
精

算
残
額
及
び
事
前
決
裁
番
号
を
記
載
し
た
適
宜
の
精
算
書
類

第
百
四
十
条
の
二
の
表
一
の
項
中｢

二
百
五
十
万
円｣

を｢

四
百
万
円｣

に
、
同
表
二
の
項
中｢

百

六
十
万
円｣

を｢

三
百
万
円｣

に
、
同
表
三
の
項
中｢

八
十
万
円｣

を｢

百
五
十
万
円｣

に
、
同
表
四

の
項
中｢
五
十
万
円｣

を｢

百
万
円｣

に
、
同
表
五
の
項
中｢

三
十
万
円｣

を｢

五
十
万
円｣

に
、
同

表
六
の
項
中｢
百
万
円｣

を｢

二
百
万
円｣

に
改
め
る
。

別
表
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
二(

第
四
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
給
与
の
資
金
前
渡
職
員
表)

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
四
月
一
日



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )２

子
育
て
支
援
課

医
療
整
備
課

国
民
健
康
保
険
課

医
療
福
祉
連
携
推
進
課

保
健
医
療
課

感
染
症
対
策
推
進
課

生
活
衛
生
課

薬
務
水
道
課

地
域
福
祉
課

高
齢
福
祉
課

障
害
福
祉
課

省
エ
ネ
・
再
エ
ネ
社
会
推
進
課

廃
棄
物
対
策
課

環
境
管
理
課

県
民
生
活
課

人
権
施
策
推
進
課

統
計
課

岐
阜
地
域
環
境
室

本
庁
各
課(

省
エ
ネ
・
再
エ
ネ
社
会
推
進
課
、

廃
棄
物
対
策
課
、
環
境
管
理
課
、
県
民
生
活
課
、

人
権
施
策
推
進
課
、
統
計
課
、
岐
阜
地
域
環
境

室
、
医
療
整
備
課
、
国
民
健
康
保
険
課
、
医
療

福
祉
連
携
推
進
課
、
保
健
医
療
課
、
感
染
症
対

策
推
進
課
、
生
活
衛
生
課
、
薬
務
水
道
課
、
地

域
福
祉
課
、
高
齢
福
祉
課
、
障
害
福
祉
課
、
子

育
て
支
援
課
、
子
ど
も
家
庭
課
、
私
学
振
興
課
、

男
女
共
同
参
画
推
進
課
、
商
業
・
金
融
課
、
労

働
雇
用
課
、
産
業
人
材
課
、
企
業
誘
致
課
、
産

業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
、
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

推
進
課
、
航
空
宇
宙
産
業
課
、
地
域
産
業
課
、

県
産
品
流
通
支
援
課
、
岐
阜
地
域
産
業
労
働
室
、

観
光
資
源
活
用
課
、
観
光
誘
客
推
進
課
、
国
際

交
流
課
、
文
化
創
造
課
、
文
化
伝
承
課
、
地
域

ス
ポ
ー
ツ
課
、
競
技
ス
ポ
ー
ツ
課
及
び
ね
ん
り

ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
を
除
く
。)

上

欄

子
ど
も
・
女
性
政
策
課
の
出
納
員

健
康
福
祉
政
策
課
の
出
納
員

環
境
生
活
政
策
課
の
出
納
員

本
庁
各
課
の
出
納
員(

出
納
管
理
課
に
あ
つ
て

は
、
管
理
調
整
監
の
職
に
あ
る
出
納
員)

下

欄

警
察
本
部
各
課(

総
務
室
会
計
課
を
除
く
。)

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法(

昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
三
十
五
号)

第
一
条
及
び
第
二

条
の
規
定
に
よ
り
県
が
給
与
を
負
担
す
る
学
校

犀
川
管
理
事
務
所

病
害
虫
防
除
所
飛�
支
所

病
害
虫
防
除
所

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

県
事
務
所

地
方
機
関(

県
事
務
所
を
除
く
。)

観
光
資
源
活
用
課

観
光
誘
客
推
進
課

国
際
交
流
課

文
化
創
造
課

文
化
伝
承
課

地
域
ス
ポ
ー
ツ
課

競
技
ス
ポ
ー
ツ
課

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局

商
業
・
金
融
課

労
働
雇
用
課

産
業
人
材
課

企
業
誘
致
課

産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課

航
空
宇
宙
産
業
課

地
域
産
業
課

県
産
品
流
通
支
援
課

岐
阜
地
域
産
業
労
働
室

子
ど
も
家
庭
課

私
学
振
興
課

男
女
共
同
参
画
推
進
課

警
察
本
部
各
課
の
次
席

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
及
び

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
県
が
給
与
を
負
担
す
る

学
校
の
教
頭(

教
頭
が
複
数
の
と
き
は
上
席
の

教
頭)

河
川
課
の
出
納
員

飛�
農
林
事
務
所
の
出
納
員

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
出
納
員

中
央
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
出
納
員

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
出
納
員

振
興
防
災
課
長

各
地
方
機
関
の
出
納
員

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
政
策
課
の
出
納
員

商
工
労
働
政
策
課
の
出
納
員



第
三
号
様
式
中｢ゆ

う
ち
ょ
銀
行
｣

を｢八
十
二
銀
行
､
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
及
び
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
｣

に
、｢大

垣
共
立
銀
行
｣

を｢十
六
銀
行
｣

に
、｢十

六
銀
行
｣

を｢大
垣
共
立
銀
行
｣

に
改
め
、｢､

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
｣

を
削
る
。

第
三
号
様
式
の
二
甲
、
第
三
号
様
式
の
二
乙
及
び
第
三
号
様
式
の
二
丙
中

｢ゆ
う
ち
ょ
銀
行
｣

を

｢八
十
二
銀
行
､
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
及
び
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
｣

に
、｢大

垣
共
立
銀
行
｣

を｢十
六
銀
行
｣

に
、｢十

六
銀
行
｣

を｢大
垣
共
立
銀
行
｣

に
改
め
、｢､

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
｣

を
削
る
。

第
四
号
様
式
中｢ゆ

う
ち
ょ
銀
行
｣

を｢八
十
二
銀
行
､
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
及
び
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
｣

に
、｢大

垣
共
立
銀
行
｣

を｢十
六
銀
行
｣

に
、｢十

六
銀
行
｣

を｢大
垣
共
立
銀
行
｣

に
改
め
、｢､

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
｣

を
削
る
。

第
十
三
号
様
式
中｢株

式
会
社
大
垣
共
立
銀
行
ぎ
ふ
県
庁
支
店
｣
を｢株

式
会
社
十
六
銀
行
県
庁
支

店
｣

に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
甲
中｢大

垣
共
立
銀
行
ぎ
ふ
県
庁
支
店
｣

を｢十
六
銀
行
県
庁
支
店
｣

に
改
め
る
。

第
五
十
二
号
様
式
備
考
第
二
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
､
現
金
を
当
日
中
に
払
い
込
ま
ず
､
保
管
し
て
い
る
場
合
は
､
払
込
み
ま
で
の
間
､
受

の
事
実
発
生
が
な
く
と
も
残
を
記
載
す
る
こ
と
｡

第
七
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

警
察
学
校

警
察
本
部
科
学
捜
査
研
究
所

警
察
本
部
機
動
警
察
セ
ン
タ
ー

警
察
本
部
各
隊

警
察
学
校
副
校
長

副
所
長

副
セ
ン
タ
ー
長

警
察
本
部
各
隊
の
副
隊
長



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )４



第
八
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



｢
第
八
十
六
号
様
式
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
三
十
三
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
情
報
管
理
課
の
項
中｢

情
報
管
理
課｣

を｢

情

報
技
術
企
画
課｣

に
改
め
、
同
部
自
動
車
警
ら
隊
の
項
中｢

自
動
車
警
ら
隊｣

を｢

機
動
警
察
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、｢

(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
部
刑
事
総
務
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。第

九
条
第
一
項
の
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
機
動
捜
査
隊
の
項
及
び
交
通
機
動
隊
の
項
を
削

る
。別

表
第
一
上
欄
中｢

、
地
域
ス
ポ
ー
ツ
課
、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局｣

、｢

、
薬
務
水
道
課｣

及
び｢

、
男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍
推
進
課｣

を
削
り
、｢

、
国
際
交
流
課｣

の
下
に｢

、
地
域

ス
ポ
ー
ツ
課
、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局｣

を
加
え
、
同
表
地
域
ス
ポ
ー
ツ
課
の
項
、
ね
ん
り
ん

ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
の
項
、
薬
務
水
道
課
の
項
及
び
男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍
推
進
課
の
項
を
削

り
、
同
表
子
育
て
支
援
課
の
項
中｢

こ
ど
も
政
策
調
整
監｣

を｢

子
育
て
支
援
企
画
監｣

に
改
め
、
同

表
企
業
誘
致
課
の
項
中｢

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
推
進
監｣

を｢

立
地
支
援
監｣

に
改
め
、
同
表
国
際

交
流
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
美
術
館
の
項
、
現
代
陶
芸
美
術
館
の
項
、
図
書
館
の
項
、
博
物
館
の
項
、
高
山
陣
屋
管
理

事
務
所
の
項
及
び
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
の
項
中｢

福
祉

課
長｣

を｢

総
務
課
長｣
に
改
め
、
同
表
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )６

預
金
高
(円
)

借
越
高
(円
)

現
在
高
(円
)

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局

地
域
ス
ポ
ー
ツ
課

分
析
戦
略
課

分
析
戦
略
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を

除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

事
務
局
次
長(

総
務
・
企
画
担
当)

ス
ポ
ー
ツ
施
設
企
画
監



｢

別
表
第
二
中

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
旅
券
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

｣

別
表
第
二
国
際
園
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項
中｢

管
理
調
整
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員｣
を

｢
総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
二
の
項
中｢

及
び
所｣

を｢

、
所
及
び
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７

の
職
員

員
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー

高
山
陣
屋
管
理
事
務
所

博
物
館

図
書
館

現
代
陶
芸
美
術
館

美
術
館

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学

生
活
技
術
研
究
所

生
活
技
術
研
究
所

総
務
課
長

管
理
調
整
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員

総
務
部
長

総
務
課
長

管
理
調
整
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員

総
務
課
長

総
務
課
長

総
務
課
長

管
理
調
整
係
に
属
す
る
上
席
の
職

管
理
調
整
係
に
属
す
る
上
席
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令
和
七
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


